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1．財政再計算の基本方針  

（1）制度改正の概要  

別添資料1のとおり  

（2）経済前提の考え方   

国共済年金制度は公的年金制度の一環であり、全制度が共通の経済指標によりス  

ライドを行う仕組みとなっていることなどにより、過去の年金数理部会報告書にお  

いても、経済前提については全制度共通とする必要があるとされていることから、  

これまでと同様、厚生年金の平成16年財政再計算と同一の取扱いとしている。  

（3）組合員数の前提について   

国共済の組合員数は、近年は、国家公務員の定員削減計画（「新たな府省の編成  

以降の定員管理について（平成12年7月18日間議決定）」）が進められていること  

などにより減少傾向が続いているが、将来の組合員数を見込むに当たっては、将来  

における行政改革やそれに伴う公務員数の削減等がどのように行われるかが不明  

確である中で、極めて長期間にわたる見込みを立てなければならないことから、近  

年の組合員数の減少傾向にも充分配慮しつつ、特に将来推計人口との整合性に留意   

して見込むことが必要かつ合理的であると考えられる。   

国共済の組合員数と生産年齢人口（15～64歳人口）との過去の関係をみると、  

組合員数の生産年齢人口に対する割合は約40年前よりほぼ一貫して減少してきて  

いる（別添資料2参照）ことから、直近（平成13～15年度の3年間）の組合員数  

の対生産年齢人口割合の減少が将来にわたり続くものとして、将来推計人口（国立  

社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成14年1月推計）」における  

中位推計）による将来の生産年齢人口を基礎として見込んでいる。  

（4）財政方式について   

国共済においては、厚生年金等他の公的年金と同様世代間扶養の考え方を基本と  

した段階保険料方式に基づき財政運営が行われている。   

また、今回の財政再計算は、厚生年金に合わせて制度改正を行い、これまでのい  

わゆる永久均衡方式の考え方を改め、再計算を行う年以降おおむね百年間に相当す  

る期間の終了時に長期給付の支給に支障が生じないようにするために必要な積立  

金を保有しつつ、当該期間にわたって財政の均衡を保つことができるようにする、  

いわゆる有限均衡方式の考え方に基づき行っている。   

具体的には、厚生年金と同様、平成112（西暦2100）年度までの95年間で財政  

の均衡を図っている。また、均衡期間の終了年度における長期給付の支給に支障が  

生じないようにするための積立金は、厚生年金では積立度合で1倍の積立金を保有  

するものとしていることに加え、国共済及び地共済を合わせた保険者としての規模  

ー1－   



が厚生年金より小さいこと及び現に国共済及び地共済を合わせ厚生年金より高水  

準の積立金を現在保有していることにも配慮し、積立度合で1倍、2倍、3倍、4  

倍の4通りについて推計を行っている。  

（5）給付水準や保険料率設定の考え方  

（∋給付水準の考え方  

制度設計上、2階部分は厚生年金に準拠、3階部分は2階部分の2割という  

従来からの考え方を踏襲している。   

②保険料率設定の考え方  

平成16年の制度改正により厚生年金の保険料率が毎年9月（ただし、平成  

16年は10月）に引き上げることに改められたことに伴い、国共済及び地共済  

においても厚生年金に合わせ、毎年9月（ただし、平成16年は10月）に保険  

料率を引き上げることとしている。  

また、保険料率の毎年の引上げ幅については、組合員の負担増に配慮すると  

ともに、厚生年金の保険料率の引上げ幅も考慮して、厚生年金と同じ0．354％  

としている。ただし、今回の再計算より国共済及び地共済の財政単位の一元化  

を前提としており、「国共済と地共済の長期給付に係る財政単位の一元化に関す  

る考え方」（平成15年6月6日 公務員共済年金財政単位一元化研究会）に基  

づき、平成16年から段階的に両共済の保険料率の一本化を実施し平成21年よ  

り同一の保険料率とするため、平成16～21年の間は、これまで国共済より保  

険料率の低かった地共済の保険料率の引上げ幅が過重とならないようその引上  

げ幅を厚生年金と同じ0．354％とし、国共済の引上げ幅は、毎年同率で引上げ  

ていき平成21年に地共済と同率となるよう0．129％としている。  

（6）その他、再計算に当たって前提とした考え方（特記すべき事項）   

「公的年金制度の一元化の推進について」（平成13年3月16日閣議決定）に基  

づき、国共済及び地共済の財政単位の一元化を前提としている。 （別添資料3及び  

（5）②参照）  
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